
 
 
 

外 国 に お け る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 制 度 等 の 調 査 に つ い て 

 

令 和 ４年 ２月 10日 

個人情報保護委員会事務局 

 

個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（ 令 

和 ２ 年 法 律 第 44 号 ）（ 以 下 「 令 和 ２ 年 改 正 個 人 情 報 保 護 法 」 

と い う 。） で は 、外 国 に あ る 第 三 者 へ の 個 人 デ ー タ の 提 供 の 

制 限 に 係 る 規 律 が 強 化 さ れ 、事 業 者 か ら 本 人 へ の 情 報 提 供 の 

充 実 等 が 求 め ら れ る こ と と な り ま し た 。 

こ れ に 関 し 、個 人 情 報 保 護 委 員 会（ 以 下「 当 委 員 会 」 と い う 。） 

で は 、令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 に 令 和 ２ 年 改 正 個 人 情 報 保 護 法 が 全 面 施 

行 す る こ と に 先 立 ち 、事 業 者 に 参 考 と な る 情 報 を 提 供 す る 観 点 か 

ら 、本 邦 の 域 外 に あ る 国 又 は 地 域（ ※１）の う ち 、当 委 員 会 が 実 施 し

た「 事 業 活 動 に お け る 個 人 デ ー タ の 越 境 移 転 の 実 態 に 関 す る 調 査 」

（ ※２）の 結 果 等 を 踏 ま え て 選 定 し た 国 又 は 地 域 に お け る 個 人 情 報 

の 保 護 に 関 す る 制 度 等 につ い て 調 査 の 上 、我 が 国 の 個 人 情 報 保 護 法 

と の 間 の 本 質 的 な 差 異 の 把 握 に 資 す る 一  定 の 情 報 を 公 表 す る こ と 

と し 、令 和 ４ 年 １ 月 24 日 に 31 の 国 又 は 地 域 に 関 す る 情 報 を 公 表 し ま 

し た 。 

今 後 、上 記 31 の 国 又 は 地 域 以 外 の 国 又 は 地 域 に つ い て も 追 加 調 査 

を 行 い 、当 該 調 査 の 結 果 を 踏 ま え 、本 年 度 内 を 目 途 に 、当 該 国 又 は 

地 域 の 個 人 情 報 保 護 に 関 す る 制 度 と 我 が 国 の 個 人 情 報 保 護 法 と の 

間 の 本 質 的 な 差 異 の 把 握 に 資 す る 一 定 の 情 報 を 公 表 す る 予 定 で す 。 

調 査 対 象 と す る 予 定 の 国 又 は 地 域 や 、調 査 予 定 項 目 に つ い て は 、

別 紙 を ご 参 照 く だ さ い 。 

（ ※１）当 委 員 会 が 現 行 の 個 人 情 報 保 護 法 第 24 条 に 基 づ き 指 定 し て い る

「 個 人 の 権 利 利 益 を 保 護 す る 上 で 我 が 国 と 同 等 の 水 準 に あ る と 認 め 

ら れ る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 制 度 を 有 し て い る 外 国 等 」 を 除 く 。    

（ ※２）当 該 調 査 の 概 要 に つ い て は 、第 175 回 個 人 情 報 保 護 委 員 会（ 令 和 ３

年 ６ 月 ９ 日 ）資 料 ２ 参 照 。 

以 上 
 

【連絡先】 

個人情報保護委員会事務局

電話番号： 03-6457-9763 



（ 別 紙 ） 
 

 

(１) 調査対象とする予定の国又は地域（50音順） 

１ イスラエル ２ カタール ３ コスタリカ 

４ チュニジア ５ パナマ ６ ペルー  

７ 南アフリカ ８ モロッコ ９ モンゴル 

 
(２) 調査予定項目 

① 個人情報の保護に関する法制度の有無 

② 個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報の有無 

③ OECD プライバシーガイドライン８原則に対応する個人情報の取扱いに

係る義務又は本人の権利に関する規定の有無 

④ その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼすおそれのある制度の有無

及びその概要 

以 上 


